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工藤 年金問題は参議院選の大きな争点と

なっていますが、今日の議論ではまず政府

案や各党の議論を評価しながら、有権者が

この年金問題をどう考えていくべきかの対

立軸を描き出したいと考えております。そ

れではまず、政府案は可決されましたが、

これで抜本改革となったのでしょうか。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

政府案は打ち止め感を出せず失敗作

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

西沢 まず、政府の改革案は、総合的な評

価からすれば、改革としては失敗だと思い

ます。理由の1つは、今回、これで終わり

という打ちどめ感を出せなかったことです。

今回、国民は、年金改革について、不安に

思ってしまっている。政府から出された数

値もまた変更があるのではと疑っている。

これでは改革とはいえません。

もう1つは、政府と国民とのコミュニケ

ーションの悪さです。例えば所得代替率

50％の給付水準が維持されるのはあくまで

支給開始時点にすぎなくて、支給開始後は

参院選での最大の争点の年金改革について三人の専門家を交え、政府案の評価と選挙で

問われるべき対立軸について議論を行った。年金の制度設計についての三氏の考えに温度

差はあるが、政府案は抜本改革になっておらず、それを立て直す議論の出発は国が保障すべ

き最低の水準（ナショナルミニマム）についての合意形成ということでは一致した。政党が

そうした問いかけを国民にしていない中で、解決にはそう時間も無いことが指摘された。
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誰でもこれを割ってしまうということが国

会終盤になって分かってきた。あるいは基

礎年金の保険料、これは政府から額面で出

されましたが、あくまで実質額であって名

目額はもっと上がってしまうといったこと

も最終局面でわかりました。このように政

府と国民との間のコミュニケーションが非

常に悪かったために、国民は制度改革案そ

のものよりも、国会でのやりとりの中で非

常に不信感を持ってしまった。

ただ、評価できるところが1つあります。

それは、保険料の抑制だ。何もしなければ

例えば厚生年金であれば2038年度には保険

料が26％まで上がってしまう。この数値が

2017年度で18.30％に止められる。これは

大きく評価されてよいと思います。何もし

なければ負担は上がってしまったのを抑え

たということは成果として評価していい。

ただ、マクロ経済スライドという仕組みに

よって給付水準を抑制するために、それが

非常に不確実であるという点は留意が必要

です。

一方で、悪かった点に関しては、1つは

空洞化に大きな対処ができなかったことで

す。国民年金に関して言えば、引き続き定

額のまま保険料を上げていくという制度設

計にしている。それではなかなか空洞化も

とまりません。

また、国民年金の空洞化は、国民年金の

みの問題ではなく、厚生年金の問題でもあ

る。理由は、国民年金の対象者のうち、自

営業者はもう4分の1を切った状態で、残

りは雇用者や失業者、および学生となって

います。言葉は悪いが、国民年金は正社員

からあぶれた掃きだまりのような状況にな

っています。だとすれば、厚生年金制度に

も目を向けて改革を行わなければいけない。

しかし、国会審議を見ていますと、国民年

金は自営業者の年金である、所得捕捉が難

しいから定額のままでいい、と押し通され

ました。問題の認識自体から間違ってい

る。

また、厚生年金の空洞化は、定量的な実

態すら明らかになっていません。スポット

的には違法と知りつつ厚生年金を脱退して

いる事例も多く公表されているのに、これ

への対処も行われていないのはゆゆしき問

題だと思っています。

しかも、厚生年金ではパートタイムの問

題も手つかずになってしまいました。もと

もと今の制度自体、労働時間が正社員のお

おむね4分の3というのも非常にあいまい

ですし、一方で労働市場全体のパートタイ

マーは増えているのに何も手は打たれませ

んでした。

また積立金の問題では、約150兆円ある

国民年金、厚生年金の積立金の運用に関し

て本来問われるべきは、政府が市場で運用

することが好ましいのかどうかで、これを

2001年度から始めた市場運用の経験を踏ま

えて語り直すことであり、仮に市場運用す

る場合、どのような組織形態が好ましいの

かといったことを議論するべきはずでした。

ところが、年金資金運用分科会ではそう

したことがほとんど議論されないまま、法

案が提出され、可決されてしまった。こう

した巨大な資金をどう運用するのかは、年

金制度のみならず金融市場やマクロ経済に

年金改革に問われるナショナルミニマム
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とっても大きな問題で、全く不真面目な態

度ともいえます。このほか、世代間格差は

若干改善されましたが、第3号被保険者問

題は全くの手つかずになり、問題を残しま

した。

工藤 基本的に持続可能な抜本改革にはな

っておらず、国民の信認も得ていないとい

うことですね。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

抜本改革でなく5年限定の暫定改革

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

西沢 私が重視したいのは、結論もそうで

すが、仮に今回の結論に至るとしても、み

んなの納得感が得られているかどうかとい

うことです。

駒村 私は、3つに分けて申しあげたい。1

つは、この新しい年金改革での財政的なイ

ンパクト。放置しておけば2025年で84兆

円になっていた公的年金の額が64兆円まで

約20兆円のカットという効果はありまし

た。これは国民所得の比で見ると、現在

12.5％の公的年金のウエートは、2025年に

なっても、むしろ小さくなって、国民所得

に対する割合は12％にまで下がる。財政的

には非常に大きなインパクトはあったとい

うことは言えるのではないかと思います。

その評価ですが、政府が解決すべき問題

は2つあったと思います。1つは財政問題で

あり、もう1つは年金体系の問題、つまり

年金の制度論です。すなわち、年金制度は、

1階建て、2階建てでよいのか、ということ

です。この2つの問題を解くということが

抜本改革であったと思いますが、結局、財

政問題だけを先にやった。つまり、どこま

でも保険料が上がるということはないとい

うことのために、上限をはっきりさせたと

いうことはある。ただ、これでよいかどう

かは、また議論の残るところです。

体系論については空洞化、それから2階

建て年金の意味、こういったものが余り十

分議論されなかったということが問題だと

思います。

特に、マクロ経済スライドを基礎年金と

厚生年金両方にかけたので、ともに15％の

実質価値のカットになった。現在の水準か

らさらに15％実質的に下がった基礎年金と

は一体何の意味があるのかということを新

しい問題として生み出したのだと思います。

結局、私なりの見方で言えば、何もしな

いよりはましだったといことではないでし

ょうか。なぜかというと、財政問題と体系

問題の両方を一度に解決できればいいので

すが、十分な時間がなかった。どちらかの

問題を先に解かなければならない。そこ

117700

Kazuhiko Nishizawa



で、先に財政問題を解かなければいけない

という状況だったわけです。理由は簡単

で、この改革を逃すと、団塊の世代が引退

し、給付される側に出ていってしまう。彼

らが出ていくまでに少しでも保険料を支払

ってもらい、給付を下げておこう。体系論

まで含んで3年、5年とかけて改革論議を

やっていれば、もう団塊の世代に改革のイ

ンパクトを与える時間がなくなってしまう

ため、団塊の世代の逃げ切りを防ぐために

は、財政問題を先に着手するしか無かった

のです。

ただ、これを抜本改革と称するのは間違

いで、あくまでも5年限定の暫定改革であ

るというふうに扱った方がいいでしょう。

むしろ時間を買ったと考えて、その次に体

系問題を扱ったほうがいい。ただ、今回の

財政的な措置によって新しい問題も生み出

されています。1つは、基礎年金の価値が

どんどん下がっていくということと、非正

規労働者が厚生年金によってカバーされな

かったので、今後厚生年金の保険料は上が

っていくにしたがって、企業の労働需要が

非正規化の方、アルバイト、フリーターの

方にシフトしてしまうという問題が出てき

ました。

この結果、フリーターが増加し、空洞化

につながるから、空洞化がさらに大きくな

る可能性もある。もちろん厚生年金の企業

の脱落という問題もまた生まれてくると思

います。

残されている問題としては、今言った体

系論の問題と、マクロ経済スライドの意義

の問題の二つがあります。マクロ経済スラ

イドは、実質的には多くの国も類似したこ

とを行っています。しかし、本当にこれで

よかったのか、国民にとって分かりやすい

方法なのか。今回は報酬比例部分の年金の

わかりやすさを改善すべきだったのに、そ

れができませんでした。

工藤 分かりやすさというのは何ですか。

駒村 要するに、厚生年金の保険料の中に

基礎年金の保険料をまぜて取っていますが、

これが全く一緒になってぐちゃぐちゃにな

っている。本当の報酬比例年金は非常にシ

ンプルなものですが、それができませんで

した。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

持続可能性やシステムの安全性の問題

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

松島 今回の改革法案の中で、給付に手を

つけたというところは評価できます。そう

いう意味ではバイ・タイムという効果はあ

る。しかし、恒久的に安定した制度構築が

3党合意になっていたはずですが、本当に

抜本的な改革案になったのかというとそう

ではない。

これまでも基本的に5年ごとに再計算と

いうことで、繰り返し見直してきました

が、今回見直したら、このまま恒久的に安

定化するかというと、そうではなかった。

そういうことは、政府当局もわかってい

たようで、現に、法案成立後の坂口厚生労

働大臣の発言で、例えば給付水準を守るた

めに負担が上がるときには今度は保険料か

税かで見直すと言っている。また、政府自

身が、改革案の中で附則として、2007年を

目指して制度の一元化を含め、社会保障全

年金改革に問われるナショナルミニマム
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般を見直すということを入れましたが、こ

れは、そうでないと国民に理解してもらえ

ない、だから、今の改革案では参院選は戦

えないということを、政府自身も認識して

いたからだと思います。

今回、恒久的な制度を目指すというので

あれば、給付と負担のバランスをきちっと

とる、また、制度の持続可能性を確保し、

世代間あるいは世代内の不公平を解消する

ということでなくてはならない。しかし、

持続可能性の点で言えば、今度保険料は上

がるが、そのうち国民年金の負担について

は国庫負担を3分の1から2分の1にするこ

ととなっており、これなどは、これから予

算をつけていかないと、本当にどのような

形で落ち着くのか、それによって、全体の

システムの安定性というものが変わってき

ます。まだそういう不確かなところがあり

ます。

それから、そもそも政府がいろいろ出し

た数字は、人口の特殊出生率とか、成長率

などは、かなり楽観的な推計に乗っている

だけで、確たるものがありません。国民年

金の空洞化という点でも改善がかなり進む

ことが前提となっています。

不公平ということで言いますと、例えば

働いている女性と専業主婦との間の問題、

パートと正業の問題、あるいは、世代間の

問題もあります。今65歳で年金をもらって

いる人と、今20歳の人が45年後にもらえ

る年金の差が余りにも大きいのではないか

といった不公平感には、これで対処できた

とは到底言えない。

2番目の問題は、やはり年金というもの

は国の形にも関係するし、マクロ経済にも

関係する、つまり大きな政府をとるか小さ

な政府をとるかという点です。福祉は高い

ほど社会の安定によいとは言えますが、国

自身が負えるわけではないので、結局、国

民なり企業の負担になりかねない。その場

合、国がどこまで面倒を見るべきなのか、

自己責任というものはどこまで考えるべき

なのかということを考え合わせなければ、

本当に持続的なシステムにはならない。先

進国はみんな総じて少子高齢化に直面して

いますが、日本ほど激しい少子高齢化とい

うものはどこにもない。だから、現実を直

視し、甘い言葉ではなく厳しいことも言わ

ないといけない。

マクロ経済の点で言えば、今までの議論

は、国民負担というと年金の保険料だけで

すが、これからの高齢化を考えると医療や

介護が入ってくるし、社会保障全体で考え

なければいけない。これらは国民負担とい

117722
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うマクロ的な数字で見ないと、断片的なと

ころの、隅っこの議論をやっていてもダメ

と思います。

もう1つ不満なのは、年金のガバナンス

とか年金の透明性というようなものについ

てはほとんど議論されなかったという点で

す。端的に言えば、グリーンピアの問題が

象徴的です。年金のパフォーマンスに関し

て、タイムリーなディスクロージャーが必

要です。

年金というのは、我々国民の資産なので

すから、国民に必要な情報をもっと出すべ

きです。情報の提供が不十分、不誠実であ

ったといえます。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

年金制度に信任が得られないのが問題

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 皆さんの基本的な評価は分かりまし

たので論点を定めます。まず現行システム

を前提にした場合、100年間辻褄が合うよ

うな形ということは可能なのかどうかとい

う点です。

西沢 年金制度を維持させていく要因は大

きく2つあると思います。1つは財政的なも

ので、あまり負担が大きければ、それは持

続可能ではないわけです。その点に関して

は、超少子高齢化が進む中で、厚生保険の

保険料を18.30％までにとどめたというこ

とですから、持続可能性を高めたと言えま

す。

もうひとつは、制度を持続させていくた

めには制度に対する国民の信任なり理解が

必要だということです。でも、今の制度は

国民にはなかなか理解できない制度となっ

ている。駒村先生が言われたとおり、厚生

年金の保険料を払いながら、それが報酬比

例部分にも基礎年金にもどんぶりで行って

しまう。今の制度は非常に税の色彩が強く

て、アメリカのように社会保障税なんだと

説明し直すか、あるいは、保険とよび続け

るのであれば、保険らしくしなければなら

ない。税か保険かをクリアにするといった

ことをしなければ、到底、国民には理解さ

れない。国民は理解できない制度に対して

保険料を払おうとも思わないでしょう。

工藤 確かに保険料率は18.30という上限

がありますが、一方で給付も50％という下

限があります。政府案ではそのどちらのプ

ライオリティーが高いのかが分かりにくい。

最終的に給付が下回れば保険料を上げると

なっているので、基本的には保険料率には

上限はないのではないでしょうか。

西沢 もちろん両立はしません。負担と給

付のいずれかに固定すべきで、どちらかは

枠を外さなければ、縛りにはなりません。

工藤 これはどこに問題があったのですか。

公明党が選挙民におおよその給付を示し、

それをベースにやりましたが、経済界から

見れば、それをやってしまうと今度は負担

が上がってしまう。そこで折衷をしてしま

ったことが問題なのではないですか。

西沢 昨年11月の衆院選前までは坂口大臣

試案がオフィシャルな案だったと思います

が、その時点では保険料率20％で、厚生労

働省が坂口試案に基づいて出した試算では、

中位推計のみの場合ではなくて、少子化プ

ラス経済が悪化したケースについても給付

の水準はその時の現役世代の所得代替率の

年金改革に問われるナショナルミニマム
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50％は維持するというものでした。

衆院選が終わって、議論の場が諮問会議

に移りますと、経済界からは保険料を下げ

ろということになりました。あの時点で結

局保険料の上限は18.35％になりました。そ

れでなおかつ、給付の所得代替率は、選挙

のときに公明党は50％を守ると言っていた

ので、50％ぎりぎりになってしまった。

今度のその時点では、厚生労働省は坂口

試案のときのようには、少子化プラス経済

悪化のケースのもとにおける所得代替率の

数字を出しませんでした。このため、50％

があたかも確定値であるかのようになって

しまった。それで50％を守ると言ったので

すが、これは本来あり得ない水準でした。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

3つの縛りで答えを出すことは困難

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 2つの縛りでは持続可能なシステム

は難しい。どちらかにするしかあり得なか

ったのではないですか。

西沢 そうです。どちらかしか有りえなか

った。

松島 給付を本当にバッサリと切れれば、

解決するかもしれませんが、それが政治的

になかなか切れないところに問題がある。

駒村 私の見解をまず言っておきますと、

望ましい年金というのは現行制度の延長上

にはないということです。ただ現実問題と

して13.8％と50％の2つの縛りは、仮に今

の人口推計が当たっても、また外れても、

いずれにしても守れません。というのは、

5年に1度の年金財政の再検証をやります

が、その5年後には、もう初めから必ず

50％を下回るように設計されているからで

す。100年均衡プランというのは、結局均

衡期間を5年ごとにずらしていくため、今

後繰り返せば、永久均衡プランになるだけ

です。永久均衡プランの方を見れば、明ら

かに初めから50％は切ることになっている。

だから、50％を維持できるというのは、シ

ステム上最初からできない。

工藤 それはモデル世帯でもそうですか。

駒村 政府の言う条件が満たされても満た

されなくても、モデル世帯であろうとなか

ろうと、なおかつ裁定時の65歳の水準であ

ろうとなかろうと、5年後はもう50は自動

的に切る。人口推計が当たっても50％を切

れるようになっています。

松島 そうすると、政府は全くうそを言っ

ているということですね。

駒村 5年のみ成立するが、永久に50％を

保障するという意味ではそういうことです。

彼らは有限均衡のフレームワークで議論し

ているから、5年ずらしたら、これは積立

金を5年分ずらして見なければならない。こ

の給付は徐々に50％に近づいていき、2023

年には最も可能性があるモデル世帯で50％

というターゲットはあるわけですが、私は

それすら守れないということを言っていま

す。というのは、1年分の積立金を保有す

るという条件が満たせないからです。これ

は実は保険料の18.3％と給付の50％、そし

て95年後に1年後の積立金を持っていると

いう3つの条件を同時に満たさなければな

らない。それを同時に満たす答えはあり得

ないということです。

西沢 積立金がかなり積み上がれば大丈夫
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ですか。

駒村 運用がとても成功して積立金がかな

り積み上がれば大丈夫ですが、政府はそれ

を予定していません。

西沢 2023年で人口や経済の状況、さらに

積立金が2100年時点で2100年の給付の1年

分あることが見過ごされていますが、これ

も前提に加えれば、もう2023年といえども

50％になるということはあり得ないという

ことですね。

駒村 そういうことです。それで5年後に

改定するときに、今度は2105年の積立金を

1年分持たなければいけない。ところが、

取り崩しているから、それは持てない。だ

から、それは取り崩すスピードをずらさな

ければならない、ということになる。結局、

給付か負担のどちらかを動かさないと成立

しない話です。だから、先ほど西沢さんが

言われたように、経済財政諮問会議などに

出てきて話がいろいろなされた後、あそこ

でコンマ幾つの数字も含めて、幾つか論理

のステップがあって、妙なことが行われた

ことは間違いない。ただ、その話は技術的

にかなり難しい話なので、一般には分かり

にくいでしょう。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

政府案は計算上のフィクションか

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 結局、政府案はスキーム上、「100年

安心」にはなっていない。

駒村 100年安心というのは、今のこの瞬

間だけです。

松島 だから、5年後は大丈夫でも、100年

は安心ではない。

駒村 そう。それに積立金の運用利回りの

問題があり、それから少子高齢化がさらに

続くと、また当然50をさらに切るわけで、

モデル世帯でも裁定後になればどんどん50

を切っていくということになります。

工藤 計算上の話ではどこに無理があった

と思われますか。

駒村 それは給付に50という下限をとった

からです。50を切って幾らでも下がってい

なければ、保険料を固定にしても、年金財

政は持続可能ですが、その50というのがど

こから出てきたのかというと、与党の中

に、その給付の50を支える勢力が入ってき

た。これと18.5の綱引きをやった。

工藤 つまり、50を主張した公明党と負担

の18．5の上限を主張した経済界や自民党

の妥協が非常に難しい狭い道をスキーム上

ももたらしてしまい、さらに100年後の積

立金は最後の給付の一年分を持つという縛

りをつくってしまった。これを同時に解く

年金改革に問われるナショナルミニマム
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ことはできないとことですね。これでは、

計算上のフィクションに過ぎない。

駒村 そういうことが言えます。

工藤 公明党は、今度の選挙では3党合意

のことに一切触れずに、100年の安心プラ

ンが成功したと言っているのですが、今の

話でいけば、計算上でも失敗しているとい

うことになる。

西沢 私も駒村先生と同じように考えてい

ます。本来、政党は官僚から数字を受け取

ったら、政党みずから検証すべきですが、

それを丸のみどころか、よいところだけピ

ックアップして100年もちます、2倍もらえ

ますと言っている。

松島 既存のスキームをベースにしてはも

たないと思う。日本の場合、少子高齢化の

マグニチュードが圧倒的にすごい。一方、

公的年金の考え方は基本的に世代間扶養に

なっている。助け合い、賦課方式ですが、

人口のピラミッドが急激に変化するのに対

しては抵抗力の弱い制度です。それでもた

せようとすれば、給付を本当にバッサリと

切らなければなりませんが、現実的ではな

い。それでは保険料をどこまで上げられる

のか、これもなかなか思い切って上げられ

ない。となれば、結局は中途半端な漂流す

る姿しか描けない。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

保険料に応益性が保証されない矛盾

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 では今度は制度の問題に議論を発展

させたいと思います。西沢さん、今の制度

を前提にしている限り、給付をある程度下

げられるか、それから負担に対しては本当

の意味での上限ということがないと難しい

のではないかという話が出ましたが。

西沢 考え方をまず整理しますと、極端に

言うと保険料率は幾ら高くてもいいわけで

す。その分、給付が返ってきて、応益性が

きちんと備わっていれば保険料率は高くて

もよい。ところが、我々がこれから払って

いく保険料というのは応益性が保証はされ

ず、どちらかと言えば、自分より先に生ま

れた世代の年金給付に使われている。そう

いう意味では非常に高いという感じがする。

松島 応益性というのは、おっしゃる通り

ですが、企業の経営者は少し違う視点で考

えています。企業も従業員の福利が上がる

ことはよいことだが、競争力が台なしにな

ってしまったら雇用をふやすことはできな

いという話になる。

駒村 年金の保険料だけで考えるかどうか

ということはあるわけでして、スウェーデ

ンの保険料は18.5まで行っている、イタリ

アに至っては32％です。企業は半分以上、

払っています。フィンランドは21％、それ

でもフィンランドとスウェーデンなどの国

際競争力は世界でもトップクラスの方に入

ると思います。日本は相対的に年金の保険

料が低い。ただ、社会保障全体で見ると社

会保険の負担はかなりの額になってきて、

社会保険料でサラリーマンの負担は医療、

年金、介護、雇用保険の合計で三十数％ま

で上がってくるわけですから、これをどう

考えるかです。さきほど西沢さんが言われ

たように、自分の老後の自分の給付を払っ

てもらっているのだから、（保険料が高く

ても）それは受け入れられると考えるか、
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それともそれは違うと考えるか、これは保

険料の負担が最終的に誰の負担になってい

るのかという問題で、学問上は考えが分か

れています。

労使折半の事業主負担は誰の負担になっ

ているのか。世界の経済学研究の主流は、

これは実質的に賃金カットになっており、

上げるべき賃金が抑えられているのだから、

労働者の負担であると考える見方ですが、

経済団体の主張するようにこれは企業が負

っているコストなんだ、これは投資家か消

費者に転嫁されているものだというものと

2つの見方があります。そこはなかなか難

しいと思う。いずれにしても、厚生年金単

体で議論をするのは難しい。

松島 今の話に付け加えれば、税金も含め

て考えるべきです。例えば、フィンランド

では国際競争力が、最近では1位から8位

に落ちている。高齢化ということと高福祉

ということで、これからどうしていこうか

と、彼らにとっても問題になってきていま

す。また、現行制度に対する不信も広がっ

ており、国民年金は未納率が4割を越して

いる。西沢さんが冒頭に言われたように今

の政府案もそれに回答を出していない。

駒村 この未納の問題で考えなくてはなら

ないのは、不信問題に加えて、ここ数年の

落ち込みが激しいのは、30代の未納率が高

くなっていることです。データでは失業と

の相関が極めて高く、失業によって国民年

金へ動き、そして国民年金が払えなくな

る。これは健康保険も同様です。そういう

未納の繰り返しがどんどん続いている。

ただ、この未納が財政的に今後どういう

影響を与えるかは、厚生労働省から興味深

い数字が出ていて、未納になったらその人

は年金がもらえなくなる。だから、社会全

体でみると当面の保険料は上がるけれども、

将来の保険料は上がらないという推計も出

ている。つまり未納者は25年間払わないの

で、年金がもらえないから将来の財政負担

にはつながらないということです。

工藤 しかし、生活保護は増えるでしょ

う。

駒村 そういうことです。だから、未納者

が増えても保険料が上がらないから問題な

いということにはなりません。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

所得再分配か自助努力の反映か

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 では、制度論を考えるために論点を

変えて、今度はもし制度がもたないとした

場合、ナショナルミニマムという、先程出

ていた基礎年金の制度を、国民にどのよう

に設定しなければいけないのか、さらに年

金は積み立てて、まさに現役世代の努力が

老後にも反映される仕組みなのか、それと

もある程度の所得再分配を考えて、老後は

平等を考えるのかという、2つの大きなテ

ーマを対立軸にすえて議論を進めたいと思

います。

まず、現役世代が努力することが老後に

も反映されるのか、それとも今は現実的に

は基本的に再分配がされているわけですが、

程度は別にしてそういうシステムを維持し

ていくのか、日本ではどのように考えれば

よいのかが、多分、今後の民主党案などの

評価ともつながりますので、そこから始め

年金改革に問われるナショナルミニマム
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たいと思います。

西沢 所得再分配をするのか、あるいはド

イツのように従前所得の一定割合を保障す

るのか、どっちかということですね。選択

から言うと、年金だけと言うよりも、年金

だけ考えれば、年金はたくさんもらえるに

こしたことはないが、我が国の政策全体の

中で財政再建をどうするのか、財政再建に

よりプライオリティーを置けば、ぜいたく

な年金はつくれない。そうだとすれば、従

前所得の一定割合を保障するというぜいた

くな年金ではなくて、老後の生活の一定割

合は政府が保障することにする、保険料

は、たくさん払える人は払ってくださいと

いう流れになる。そのプライオリティーを

どこに置くのかでしょう。

それは政府全体で決めないと、制度の形

が決まってこない。でも、恐らくぜいたく

な年金はつくれないというのが間違いない

から、より再分配に力点を置いた年金制度

になる。

工藤 それは、やはりナショナルミニマム

を設定するということですね。

西沢 ただ、みんなが一定額でよいかと言

えばそうではなくて、多少保険料を払うイ

ンセンティブを高めるためにアメリカのよ

うに所得再分配をしつつも、ただ年金保険

料をたくさん払った人には、額自体は少し

多目に上げますよという色をつけるという

ことでないでしょうか。

工藤 今の西沢さんのお話は、今の基礎年

金についてはその水準や商品設計などはミ

ニマム論をしっかりした上で見直し、その

上で自分で払える人は別にやるという今の

制度に近い構造ですね。

西沢 今の基礎年金をしっかりして、その

上に薄い厚生年金が乗っていればよいので

はないかという感じを持っています。これ

までの政治の議論では基礎年金のところの

議論が抜けてしまっていますので、基礎年

金のところの制度設計はしっかりした方が

よいと思う。

駒村 まず年金の役割は一体何かというこ

とです。セーフティーネットなのか、従前

所得の保障なのか。「年金」という機能で

大きく見れば両方です。しかし、従前所得

の一定の割合を持ちたい、従前所得保障と

いうことになれば、財政方式は年金「保険」

ということでよいと思う。つまり保険方式

の年金でやる。年金というラベルを張って

も、いわゆる税で出す年金と保険で出す年

金というものはある。しかし、従前所得保

障を担うという意味ならば保険方式の年金

でよい。しかし、セーフティ・ネットなら

ば、税を財源にし、最小保証を行うという

ことになります。ただ、これは65歳を超え

たから、皆さんに所得に関係なく税を財源

にして誰にでも年金手当をあげますという

ことにはならない。現役世代と高齢者も含

めた最低生活保障、つまりセーフティー・

ネット政策の中で年金手当というものを位

置づけるということになると思います。

松島 基本的に年金には今、所得再分配機

能がありますが、経済同友会としては、国

が関与する部分は公的年金で本当にナショ

ナルミニマムを保障すればよい。それはあ

まねく、すべて等しくということがよいの

ではないかと考えています。
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

年金の最低保障をどうするか

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 どのくらいの水準を同友会は考えて

いますか。

松島 今は世帯という単位ですが、同友会

では1人当たり、あまねくということで、

一律7万円、2人家族ですと14万円という

ことです。その代わり福祉目的の消費税を

入れる。消費税の場合、1％で2.5兆円ぐら

いは確実に税収が上がってくる。定年に達

した人も消費する限りにおいては、担税力

があると見て徴収されるので、世代間の不

公平も是正されます。その代わり、ミニマ

ムは確実に保障するということです。その

額を超えるところについては、個人の自己

責任で、老後に備えようということで、民

間の保険商品を活用するということになり

ます。

工藤 では、厚生年金は廃止するわけです

ね。

松島 そう、厚生年金は廃止する。確定拠

出の積み立て方式にするということなので、

民間の創意工夫に任せるということで良い

と考えます。しかし、現在、企業が拠出し

ているものを全くやめてしまうのかという

と、いきなりそこまで行くと、特に中小企

業などは、任意にやれと言うと、やめてし

まうかもしれないので、少なくとも移行の

過程としては、引き続き、現状程度であれ

ば、拠出は従業員のために続けていくとい

う経過措置を設けています。

工藤 制度設計の論点を考える場合、この

ミニマムというところのイメージをどう考

えるかということが大切になっています。

西沢 国会の審議なり政治家の発言を聞い

ていると、50％は守ります、保険料は20で

す、18％ですと、全部厚生年金のことばか

りを言っている。政治家は余り深く考えず

に、50、20というスローガンばかり前面に

出して闘ってきて、本質論を隠してしまっ

たような気がします。また、民主党の自営

業者も含めた所得比例年金というものに反

論するために、政府サイドは、国民年金は

自営業者の年金である、自営業者は所得捕

捉ができない、だから定額なのだというロ

ジックをずっと押し通してきました。しか

し、意図的にかどうかは分かりませんが、

もう今の国民年金は自営業者が4分の1も

いないという事実を見過ごした議論を押し

通してきた。厚生労働省は、定額の保険料

は守りたい、定率にしてしまえば、それは

税務署の仕事になってしまうのではないか

というふうに感じたのではないかと思いま

す。だから、議論が非常に歪んでいる。

工藤 基礎年金とかミニマムの議論が不足

している中で、松島さんが説明されたよう

に経済同友会はそこに一人7万円で消費目

的税での対応を提案しています。これにつ

いてはどう考えますか。

西沢 金額でアピールするということはよ

いことだと思います。所得代替率とかモデ

ル的な世帯や所得というのは、あくまでド

イツやスウェーデンのような所得比例年金

には有効な指標だと思いますが、日本のよ

うに再分配が強くて、また職業によって入

っている制度が違う国で、所得代替率だけ

で議論をすることは本来できない。だか

年金改革に問われるナショナルミニマム
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ら、誰でも7万円とか、そういう金額で議

論するということは有効だと思います。

工藤 ただ、厚生年金を廃止するとなる

と、過去に給付を約束した人への過去債務

の問題も出てきますよね。だから、それも

税金でやるとなると、財政破綻の話は別に

して、消費税はかなり上げなければいけな

い。どういう推計ですか。

松島 それには2つあって、経過措置の部

分は別として、一人当たり7万円を支払う

ために必要な消費税は、我々の計算では新

規に9％、今10兆円の積立金を全部こっち

へ持ってきても9％は新規に必要であると

考えています。しかし、それは過去債務の

ことまで考えてはいない。新規に9％と言

うとみんなショックを受けますが、サラリ

ーマンにとっては給料から天引きされてい

てあきらめの気持ちが強いものの、相当大

きな負担となっている保険料の方はゼロに

なる。

駒村 どこの保険料が下がるのですか。厚

生年金の保険料はゼロになるのですか。

松島 そう、ゼロです。厚生年金の個人の

方は、ゼロでもいいわけです。

駒村 厚生年金の保険料の13.58％のうち

4％は基礎年金ですから、厳密に言うと、

基礎年金が税方式に変われば、4％が抜け

るだけではないですか。

松島 細かくなりますが、正確にいえば、

報酬比例部分の年金は、私的年金に代替す

るわけですから、原則は企業の裁量にな

る。しかし、企業として、少なくとも、現

在折半して負担している程度の拠出は続け

ていく。一方、従業員についても、現在の

拠出限度までは、非課税扱いを受けられる

が、消費税の負担が新たに増えるので、実

際の拠出については、懐を考えてゼロでも

良いとしたわけです。

また、厚生年金を廃止するとなると、そ

こには膨大な積み立て不足があるわけです

から、激変緩和措置を講じても、誰かが負

担しなくてはならない。足りない部分は国

債を発行して対応していただくしかない。

ただ、このことは、廃止によって、問題が

浮き彫りになるだけで、現行のままいって

も、結局、誰かが積立不足を負担しなくて

はならないわけで、本質的な問題は変わり

ません。

駒村 そこは、その債務を一気に全て埋め

てきれいにする必要はないと私は考えてい

ます。日本という国がある以上、債務を永

久に飛ばし続けていればいい。ただ、問題

は負担が飛ばせないほど大きくなってしま

うことで、そこでスウェーデンがやったこ

とは過去債務が大きくならないようにある

一定規模以下になるように常に自動的に調

整をしていく仕組みを取り入れていること

です。高齢化のスピードに合わせて給付を

かなり削減する必要があります。

松島 そういう仕掛けがあればそれ以上増

えないのですが、日本は高齢化が急ですか

ら相当切らなくてはならなくなる。

駒村 かなり厳しいですね。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

スウェーデン方式はモデルになるか

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 日本では年金の制度改革についてス

ウェーデンモデルを参考にする考えがあり
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ます。西沢さんはこれをどう考えています

か。

西沢 まず日本では、スウェーデン方式の

定義がばらばらだと思います。この一連の

年金改革の議論を聞いても、比較的大きな

政府を指向しているように見える民主党も

スウェーデン方式と言い、財務省もスウェ

ーデン方式と言っている。財務省の意図

は、基礎年金に対する一般財源を削りたい

からそう言っているのですが、財務省と民

主党が同じ案を提言するというのは全くお

かしな状況です。それぐらいスウェーデン

方式に対する認識は混乱している。

駒村 スウェーデン方式が大きい政府のよ

うな感じがしますが、私はスウェーデン方

式の年金は大きい政府ではないと思ってい

ます。要するに、高齢化に応じて自動的に

スライド調整をして、所得比例部分を小さ

くしている。私はスウェーデン方式がよい

と思います。ただし、民主党案とスウェー

デン方式は異なっています。

工藤 民主党案というのはスウェーデン方

式ではないのですか。

駒村 違います。民主党案は、基礎年金を

ただ所得に応じて切っていくというだけの

ことだから、給付設計も含めて、厳密な意

味での民主党案はスウェーデン方式とは違

う。スウェーデン方式というのは、所得比

例年金に全員が入る、その上で所得が足り

ない人にだけ最低年金を支給するというこ

とです。

工藤 年金論議ではよく図形を活用するの

ですが、まず所得比例の三角形があって、

その足らず米を…。

西沢 あくまで保障年金で補てんするとい

うことです。もう1つ特徴的である自動収

支均衡装置についても、日本での理解は非

常に混乱していると思います。混乱の原因

は厚生労働省にあると思います。マクロ経

済スライドという2002年12月に彼らが初

めて発表した、年金をカットしていく方法

を、スウェーデンの自動収支均衡装置を応

用したものであるというような宣伝をした。

でも、それは全く似て非なるもので、厚生

労働省の提案しているマクロ経済スライド

は、単なる段階的な給付水準カット装置に

すぎません。その点でもスウェーデン方式

の理解は混乱していると思います。

駒村 西沢さんが今言われたマクロ経済ス

ライドというのは確かに言葉としてはおか

しくて、むしろ現役労働者の減少分と寿命

の延びた分だけ削っていくということです。

つまり、早い話が、若い世代に対する高齢

者の比率、これの上昇に合わせて年金を下

げていくということです。ただ、50％で給

付の下限を定めているので、おかしなこと

になるわけです。結局、その切り方がスウ

ェーデンのように世代ごとに、「あなたの

世代の寿命が延びているから、あなたの世

代の年金が削られますよ」という仕組みに

なっていれば分かりやすい。予測が外れれ

ば、その外れた部分については自動的に調

整する仕組みが入っていればいい。しか

し、そういうことはやっていない。だから、

マクロ経済方式とスウェーデン方式は似て

非なるものなのだと思います。

松島 我々は、スウェーデン方式は、やは

り日本にはそう簡単に導入できないのでは

年金改革に問われるナショナルミニマム
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ないかと思っています。少子高齢化に応じ

て、あるいは運用に応じて給付水準を下げ

られる、それからある程度加入がコンスタ

ントに続いている、換言すれば、日本のよ

うに未納がふえていかないという2条件が

満たされなければ、スウェーデン方式だっ

てサステイナブルではない。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

社会保障のナショナルミニマム

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 これまでに議論を伺っていて1つの

コンセンサスは、やはりナショナルミニマ

ム、つまり最低の水準から議論が始まった

ほうがいいということです。

西沢 そう思います。

駒村 その通りです。

松島 私もそうだと思います。

工藤 この最低限のところに、保険や介護

と一緒に考えた場合、例えば年金というの

はある意味で所得ですよね。この年金でミ

ニマムを考えるべきなのか。逆に言えば、

所得ではなくて、医療行為をただにすると

いう考え方もあり得ます。もっと極端に言

えば、国がやるべき社会保障というのはど

こまでなのか、そのようなことについての

再設計になっていきます。

駒村 工藤さんが言われたように、年金を

最低の所得と考えれば、医療、介護の保険

料を高齢者にも求めるのか求めないかによ

って、その水準が分かれてきます。医療や

介護の自己負担や保険料負担を求めない場

合は年金額は下げても構わないわけです。

松島 確かに一体的に考えなくてはならな

い。

工藤 しかし、それは、政府の諮問会議の

骨太の方針にはそれがまだ書かれておらず、

今の国会とか選挙の争点にもなっていませ

ん。

西沢 残念ながら、そうはなっていない。

政府は基礎年金を15％カットするだけ。民

主党は、今の基礎年金をやめて保障年金に

作り直すとだけ言っている。本来であれば

今の基礎年金は、給付水準も商品設計とし

てもシャビーだから、これを充実させよう

という提案があってしかるべきですが、そ

れが政治の対立軸から抜けています。

駒村 実はこの3人の中でも、その最低部

分についての色に違いがある。西沢さんは

アメリカ方式に触れましたが、年金でも再

分配という発想を残すという考え方がある。

それから松島さんからはユニバーサルな年

金であるという指摘もありました。これと

は別に、私のように所得比例年金を前提に

置きながら、保障年金で十分であるという

見方もあります。これはほかの社会保障を

どうするのか、例えば65歳以前の人に対し

てどうするか、65歳になった途端に税でも

らうということが果たして若い世代に受け

入れられるのかどうか、生活保護も含め

て、全てを一体的に考えた上で、基礎年金

を今後どうするかという話だと思います。

松島 イギリスでは、労働党と保守党がか

なり協議してやっている。ブレアになって

多少独自色を出していますが、基本的にサ

ッチャーの考えを引き継いでいる。 だか

ら、日本もムードとしての自民党、民主党

対立ということではなくて、制度はずっと

やっていかなければいけないのだから、政
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党を離れて、ある程度の大きなところで手

を結んでいかなければなりません。

工藤 ただ、これは本当に国の形そのもの

なので、政党がまずその考えを示さないと

有権者との合意はできない。先日、民主党

の幹部に最低年金とはいくらだと聞いたら、

それは国民が決める、と言うから、それは

違うだろうと思いました。与党はいまの政

府案を通してしまった以上、難しいかもし

れないが、政党がまず国民に考えを示すべ

きなのにそれを示せない。これが今日の座

談会の結論ではないのですが、まず政治家

は今後の社会のあり方や最低の保証水準に

ついて国民に説明すべきだと思います。

駒村 民主党は年金中心型か医療・介護中

心型かを選択する必要がある。つまり年金

中心型の、年金は保障するけれども、医療、

介護はきちんと自己負担を求めていくタイ

プの社会保障にするのか、医療、介護に関

しては軽減するけれども、年金はスリム化

していく医療・介護中心型なのか、どちら

かを選ばなければならない。でも、政治家

がそこは選べないと言う、それは国民が選

ぶことだと言われたら、国民は困ります。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

不十分な民主党の年金改革案

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 年金改革では民主党が制度設計の形

の上ではかなり踏み込んでいるようにも思

いますが、民主党はこの最低保証で消費税

率を3％と言っています。これはなぜです

か。

西沢 多分、今ある基礎年金は給付が16兆

円で3分の1が国庫負担なので、5兆数千億

円が既に国庫負担になっている。民主党は2

分の1に引き上げた後、残りを消費税で賄う

イメージですが、16兆円の半分ということ

は8兆円であり、その8兆円を消費税率1％

で見込まれる税収2.5兆円で割ると4を切る。

4を切った消費税率で、高所得者には最低保

障年金を支給しないと言っているので、3％

ということではないでしょうか。

工藤 しかし、国庫負担を2分の1にする

ときには消費税は使わないのでしょうか。

西沢 彼らは既存の財政の中で、ほかの歳

出を削りながら2分の1に引き上げると言

っていたと思いますが。

駒村 私にはよく分かりません。西沢さん

のような見方でよいのか、つまり基礎年金

のところにそれを充当する話をしているの

か、あるいは、厚生年金の上昇を抑制する

ために厚生年金の財源に充当するのか。つ

まり、給付水準を50に下げても、放ってお

けば保険料率は13.58から18に上がるわけ

で、5％足りないわけです。そこに充当す

るのか、その3％をどこに充当するのかが

わからない。

工藤 つまり民主党案が言っているのは

13.58のままなのですか。

駒村 そうです。どちらに充当するかが全

然わからない。

松島 民主党案はよくわからないところが

ある。

工藤 わからないという評価でよいのです

か。

西沢 わからないという評価でよいと思い

ます。ただ、保険料率は上げないという精

神があることは間違いない。それが財政上

年金改革に問われるナショナルミニマム
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それで計算できているかというと見えない。

松島 新しい基礎年金に関して私たちはユ

ニバーサルがよいと思っています。現在

は、例えば自営業者と雇用者・被用者とは

どういう状況かよくわからない。結局、国

民年金に入っている自営業者は、実は国庫

で2分の1はこれから負担してもらうし、厚

生年金からも基礎年金分が入ってきている。

だから、負担と給付のバランスが、それぞ

れ入っている構成員というものが仕事によ

って異なる。少し教えていただきたいの

は、税と保険で歳入庁と社会保険庁がある

という問題で、両方あるということは、国

民的に見れば効率的ではないだろうと思い

ますが、保険か税金かというのは、やはり

強制執行力とか何かで、考えが異なるわけ

ですか。

駒村 私もユニバーサル年金にするかスウ

ェーデン方式がよいか悩む一番のところは、

やはり自営業の扱いです。自営業の所得を

きちんと捕捉しなければこれは年金だけで

はなくて、税もその他の社会保障も物すご

く不公平な制度となる。これをあきらめる

のではなくて、どうやったら出来るのかを

考えないと理想の社会保障制度には近寄れ

ないと思います。

強制力は、ともに必要としなければいけ

ないと思います。そうでなければ、意味が

なくなってしまう。あとはラベルのつけ方

が問題ですが、保険の方はなるべく応益

性、払ったものが返ってくるような仕組み

にしなければならない、しかもシンプルが

基本となる。税の方は再分配を担うという

形にする。ただ、保険料と税を徴収する組

織が別々である必要はないかもしれません。

だからといって社会保険庁を直ちに民営化

すればよいとか、歳入庁に統合すればよい

とかいうことではありません。将来的に

は、徴収する組織として1個になってもよ

いのかと思いますが、まだいろいろ工夫は

あるとは思う。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

社会保険庁と国税庁は統合すべきか

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

松島 国税庁は、社会保険庁との統合は嫌

で、やるなら任せてほしいと言っているよ

うですが。

西沢 統合は即座にやるべきだと思います。

ひとつは無駄ですよ。ただ、松島さんは国

税庁が嫌がると言っておられましたが、そ

れはわかります。モラルの低さのみならず、

今の1万3300円の定額では、年収3000万円

の開業医から取る気がしない。でしたら所

得税と一緒にしてくれということになるか

ら、制度設計を変えて所得比例にし、高額

所得者からは高い保険料をもらう、低額所

得者からは、例えば所得控除のようなもの

を設けて、もう取らないという制度設計を

した上で一元化しないと、国税庁は嫌がる

と思います。

駒村 社会保険庁の問題は所得比例部分を

どのように設計するかによって変わってき

ます。私は年金「保険」で再分配をする必

要はないと思っており、あるところで上限

をつけて、比例で一体で徴収する。そして、

ここからここは年金で、ここからここは税

ですよというような形でラベルを張って取

ればよい。むしろその方が、もらうときの
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計算が楽だと思います。

組織としては、最終的には歳入庁構想と

いうのがよいかと思います。ただ、社会保

険庁の役割は、年金保険料を取るだけでは

なくて給付を出す部分もある。この出す部

分については、民営的な発想で消費者向け

の専門サービスの部門を独立させてしまう

ことも1つかと思います。

ただ、社会保険庁というのはもう1つ、

医療保険者機能を持っていて、都道府県別

の医療保険の方の担当もしている。これは

政府管掌健康保険と国民健康保険は都道府

県単位で集約していくので、そこの保険者

機能を持つという意味では、その部分にお

いては、多分地域分散された社会保険事務

所が、なるべく独立したような形で残るか

もしれませんから、社会保険庁が丸ごとな

くなるということは、やはり言えないと思

います。ばらばらにして、整理するところ

は整理して、民営化できるところは民営化

するということが手段かなと思う。

松島 我々の考えとしては、基礎年金は税

でやる、そして2階の部分以上は公的年金

をやめる、私的年金ということですから、

給付、それから徴収も民間金融機関という

か、それぞれ委託を受けたところがやると

いう考え方です。基礎年金の部分は税務署

ということになる。ただ、これからどうす

るのかと考えると、国民経済的に見ると、

国税庁、社会保険庁と2つあるのはエフィ

シェントではないと思いますが、これはや

はり社会保障なり年金とほかの医療などを

どのようにくくりつけていくかということ

を離れて、徴収のところを一元化するとい

う議論だけをしても、余り意味がないのか

なという感じはしています。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

年金は一元化かそれとも一本化か

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 最後に、政府案が成立するときに年

金制度の一元化という3党合意がありまし

た。これをどう考えればよいのか、聞かせ

てください。

西沢 3党合意の一元化という言葉自体が

政治色の強い言葉です。20年以上前から一

元化と言われている。それで何でも一元化

だ。財政力の弱くなった共済年金を救うの

も一元化だし、基礎年金拠出金を設けるの

も一元化だから、この定義をはっきりする

必要があります。民主党の言っている一元

化というのは、いわば一本化で、分立して

いる制度を一本化することで、そう言うべ

きですし、自民党、公明党は一元化と言う

のであれば、それは何を指しているのかと

いう定義を明らかにすべきです。国民は多

分、民主党的な一本化をイメージしている

と思いますが、政府与党が考えているのは

そうではない。今だって基礎年金拠出金が

あって一元化ではないか言われたときの国

民の失望感は大きいと思います。

工藤 共済と厚生年金と国民年金を一本化

するということについてはどうですか。

西沢 それは、否定する理由は余りないと

思います。

工藤 これを1本にしてしまったらスウェ

ーデン方式に近づきませんか。

西沢 でも、一元化というのはスウェーデ

ンの専売特許ではなくて、別にアメリカで
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もイギリスでも、みんな同じ制度に入って

いる。制度をどういう形にするかは別の話

です。

工藤 つまり、それは制度をきちっと変え

るというか、もう1回見直すことの1つの

出発になると。

西沢 出発にはなります。どんな制度をつ

くるにしても、自営業者の所得捕捉をし、

所得比例にするということ、所得に応じて

保険料をもらうということはほぼ間違いが

ないので、きっと出発点になると思いま

す。

駒村 一元化には3つの意味があって、一

つは、西沢さんが言われたように共済と厚

生年金の一元化みたいなもの、今の2階建

ての2階部分の一元化です。もう一つは、

民主党が言っている、職業に関係なく所得

に比例して取るという意味での一元化。そ

れからもう一つは、基礎年金の部分は財政

調整でやっているが、あれはやめてしまっ

て、基礎年金は残しつつ、その取り方を、

サラリーマンも自営業者も関係なく所得に

比例して取るというような、3つぐらいの

意味があります。

最後のものは、多分、厚労省は事実上そ

れに近づいているのではないかと思う。今

度、この2004年の年金改革で出てきた年金

でどういう形になったかというと、未納者

はいるが、基礎年金の2分の1は事実上の

税方式になった。そこに段階免除ができて

保険料が階段状になっている。だから、基

礎年金の財源が所得比例という方向には近

づいています。それをもって一元化と言う

のはどうかと思いますが、3つぐらいの定

義があるので、一元化が何を意味している

のかをしっかりしなければいけないと思い

ます。

工藤 民主党が言っている内容はどうなの

でしょうか。

駒村 民主党は、もう所得に関係なく、皆

さん一本の制度に入りましょうと。ただ、

公的年金をいじれば、健康保険、医療保険

の方にも同様の問題が出てくると思います。

今、医療保険は分立しているわけですが、

それをどうするのか。ただ、医療保険の方

は給付があるので、まだまだ議論に幾つか

バラエティーがあるとは思います。

松島 一元化は、2人の方が言われたとお

りだと思います。だから、一元化というこ

とで、前から議論されていることが、また

急に出てきたのは、何か目くらましのよう

な感じもします。一元化自体で何を求める

のかがよくわからないところがある。確か

に複雑だから一元化すればわかりやすいと

思えますが、重要なのは、それぞれのシス

テムが別でも、それがきちっとディスクロ

ージャーされて、どのように運営されてい

くかがわかることです。

工藤 3党合意のところは、事実上時限的

にとめるということが政治上、必要だった

わけですよね。でも、凍結という形ではと

められなかったわけですか。

西沢 3党合意の出自が政治的で、よくわ

からない。あと一元化というのも、小泉首

相がずっと沈黙を保っていて急に言い始め

た。何を言いたいのかもよくわからないの

で、政党が一元化と言ったときには、何を

意味しているのかという問いかけをしなけ
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ればいけません。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

必要なのは国の形に向けての合意形成

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

工藤 年金問題は国の形そのものの問題な

のに、政治はそうしたメッセージを出せ

ず、むしろごまかしているように感じます。

有権者に給付と負担の問題を伝えるのは、

これほど大変なものなのでしょうか。

松島 だから、余り数字だけをいじってど

うこう言っても、前提で数字はいかように

も変わるのだから、意味がない。本当にこ

れからの日本の将来、国のビジョンをどう

するか、国民に約束するサービスのために

財政的にどのぐらい負担してもらえるのか

というようなことから、議論を行ったほう

がわかりやすい。

西沢 そういう制度設計をするのであれば

金額で説明すべきだし、所得代替率を用い

て年金制度を現すのであれば、所得比例型

の年金制度にしなければいけない。今はあ

いまいなものを単一の指標で現わそうとし

ているから、みんな誤解を受けてしまって

います。

工藤 でも、日本の国民はやはり所得再分

配が好きなところもある。今後は日本では

所得格差が拡大してくるのですが、それを

受け入れることに対してコンセンサスが得

られないような気がします。

松島 フィンランドでは、比例報酬部分

は、確か上限はなく、金持ちの人は、かけ

ればかけるほど多くもらえます。

工藤 スウェーデンは年金でなくても、も

ともと所得再分配をしています。

駒村 だから、再配分を年金でやる必要は

ないということになります。

工藤 だから今のスウェーデン方式になっ

ているわけで、日本は、そこだけ持ってき

てもどうなのかという問題もあるように思

えます。

西沢 制度方式は別として、年金保険料と

して国民から取っておいて、それを分配し

ているということはおかしいことは間違い

ない。

駒村 高齢化がどんどん進んでいく中で、

年金保険料に再分配まで入れてしまって、

複雑な年金というものを国民が理解できる

のかということがあります。高齢化が進む

中で、賦課方式の最大の根拠は信頼性です

から、そういう意味ではシンプルな方がよ

いということと、最後に強調したいのは、

団塊の世代が退職するまで、もう時間がな

い。つまり、彼らが年金保険料を払う人か

らもらう人になるということで、圧倒的な

政治的パワーになるということです。

工藤 あまり時間がないということですが、

こうした議論はまず政治が国民に説明し合

意を形成する努力を始め、それが対立軸と

なって有権者が選択を出来る形で動かない

と、答えが描かれないと思っています。そ

れを政治が怠っているから、それ以前の問

題となっている。

松島 政治家はどうしても選挙に勝つこと

をまず考えますから、これはどこの国でも

難しい。

工藤 私たちもそうした建設的な議論形成

のために努力していきたいと思っています。

今日はどうもありがとうございました。
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